
減災への取り組み

鹿児島県地域防災アドバイザー 村野 剛

～気象情報の活用とタイムライン～



©内閣府
自然災害犠牲者数の変化と災対法

災害対策基本法の制定
防災行政の責任の明確化

特例法の
乱立

災害対策基本法の改正

ボランティアや自主防災組織
の活動環境整備

震災を踏まえた
改正

災害ゴミ、放置
車両の措置

令和元年豪雨災害を踏まえた令和3年の改正
避難指示への一本化
個別避難計画制定の努力義務



災害対策基本法における防災計画について

○中央防災会議：防災基本計画（法34、35）

防災分野の最上位計画

○指定行政機関・指定公共機関：防災業務計画（法36）
指定行政機関、指定公共機関の事務や業務に関する防災計画

○都道府県・市町村：地域防災計画（法40、42）
各地方自治体の長が、防災会議に諮り、防災に関する業務な
どを具体的に定めた計画

○市町村の居住者等：地区防災計画（法42-1）
地域住民や事業者が自らの地域特性に応じた防災計画を策定
市町村の地域防災計画に組み込むことを目的

〇個別避難計画（法49-14）
避難行動要支援者が避難するために市町村が策定する

内閣総理大臣、全閣僚、指定公共機関代表者及び学識経験者



地区防災計画の策定
〇計画の目的と災害想定
〇避難行動：避難のタイミング、要配慮者と支援者
〇役割分担：自主防運営、情報収集、避難誘導、応急手当、

物資管理、その他必要な役割
〇避難場所：指定避難所、避難場所、緊急一時避難場所等

※自主避難所等の場合は運営手順
〇備 蓄 品：個人装備、自主防管理、行政管理
〇防災訓練：防災訓練に関する事項
〇資 料：地区防災マップ、個別避難計画個票、名簿等書式

自治会の自助,近助,互助,共助の共助の方向性、認識の共有

コミュニティ単位のネットワーク構築

広域避難への備え

自助、互助、共助による自主防災の見える化



© 気象庁



警戒レベル相当情報の新たな情報体系

© 国土交通省



リスクマネジメント
・災害想定：土砂災害、風水害、高潮、津波等

自然条件、住民の状況
災害の種類、発生時期・時刻
防災マップ（DIG）で検討、まち歩きで確認

・すべき事の優先順位、タイミング
・利用する資器材の準備、備蓄
・協力者の確保（養成）

誰が、いつ、何をするのか？

自主防タイムライン（互助・共助）
マイタイムライン（自助）



© 東京防災

自治体が提供するマイタイムラインのひな型



自主防タイムラインの実際
地震災害から逃れるために何ができるか考える
※模造紙と付箋を使うワークショップ

3日後3時間後 3週間後30分後

安否確認

避難誘導

非常持
出し袋

避難場
所設置

必要な資機材を書き出す

応急手当

時間経過に伴う
対応や段取りを書き出す



3日後3時間後 3週間後30分後

本
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必要な
資機材

グループに
名前を付ける

避難誘導

安否確認

避難場
所設置

応急手当

書き出した内容を
グループ化する

自主防災組織の役割分担と活動内容、備蓄品の検討

自主防による地区防災計画



台風や豪雨災害を想定した場合のタイムライン
警戒レベルに応じた活動を書き出しましょう

１～２ ３ ４ ５ Ｒ

マイタイムラインの実際

対応や段取りを優先順に

必要な資材
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 自然災害リスクを把握
 必要な人や防災資源の把握、準備

 地区の実情、個人に事情に合わせた
防災・減災行動の検討

 まち歩きによる確認
 防災訓練による検証

防災気象情報の活用
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